
地方税分野における本人確認について 

 

本人から個人番号の提供を受ける場合には、 

・番号確認（正しい個人番号であることの確認） 

・本人確認（提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認）  

の２つの確認を行うことが必要となります。 

 下図の①または②のそれぞれの写しを、特例申請書に添付し

て、郵送郵送郵送郵送していただきますよう、お願い申し上げます。 
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